
 

「眺海の森ふれあい研修施設」の指定管理者の指定について 

 

「眺海の森ふれあい研修施設」の指定管理者について、以下のとおり指定しましたの

で、お知らせします。 

また、指定管理者の正式な指定にあたり、地方自治法の規定により、令和７年酒田

市議会１２月定例議会において議決されております。 

 

１ 施 設 名  眺海の森ふれあい研修施設 

２ 応募団体数  １団体（非公募による選定） 

３ 指定管理者 

名 称：田沢新田自治会 

    会長 加藤 芳夫 

所在地：酒田市田沢字田沢新田５４番地 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

５ 選 定 方 法 

田沢新田自治会は、現指定期間の事業評価が全てＡ評価であり優れた施設運営がなさ

れていると認められるため、指定管理者選定委員会では、当該団体が指定管理者として

受託能力があるかを審査し、非公募により候補者として選定しました。その後、議会の

議決を経て指定管理者として正式に指定されました。



 

６ 審査基準及び得点 

（１）得点  １２１．６点（配点２００点） 

（２）評価  受託能力がある 

（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利用の 

 確保が図られること 

(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の平等利用の確保 
３０ １８.０ 

２ 施設の効用の最大限 

 の発揮と管理経費の縮  

 減が図られること 

(1) サービスの質の維持又は向上 

(2) 意見の反映と苦情等対応 

(3) 施設の効果的な活用方策 

(4) 効率的運営の取組 

(5) 要求水準等に対する取組 

５０ ３１.０ 

３ 事業計画に沿った管 

 理を安定的に行う体制 

 と能力を有しているこ 

 と 

(1) 業務履行の体制 

(2) 職員の雇用と人材育成 

(3) 施設の適切な維持管理 

(4) 財務的な能力 

(5) 施設運営に対する意欲等 

６０ ３６.８ 

４ 法令遵守と安全管理 

 の確保等が図られるこ 

 と 

(1) 法令遵守の徹底 

(2) 個人情報の保護 

(3) 危機管理の取組 

(4) 環境への配慮 

(5) 地域連携と地域貢献 

３０ １６.６ 

５ その他施設の性質又 

 は目的に応じて必要と 

 認める事項 

(1) 各施設の用途に応じた管理手法 

・市内利用者を増加させるための効 

果的な自主事業計画が提案されて 

いるか 

・市外、県外利用者を誘客するための 

効果的な自主事業計画が提案され

ているか 

３０ １９.２ 

合   計 ２００ １２１.６ 

※得点は各委員の平均点です。（小数点以下第２位を四捨五入） 

 

【評価】 

受託能力がある   ：１２０点超 

受託能力に疑問がある：１２０点以下 


